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貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受のための周知について 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 

今般の燃料価格上昇によって貨物自動車運送事業者の経営状況に与える影響が懸
念されています。こうした燃料価格の上昇分については、「標準的な運賃」の設定
や燃料サーチャージの導入等によって適正な運賃収受に繋げ、貨物自動車運送事業
者のみがその負担を抱えないことが必要です。 

また、今般の燃料価格上昇は、適正な運賃収受の重要性について認識を新たにす
るものではありますが、そもそも、「標準的な運賃」において積算される人件費、
車両更新に要する費用、事業運営や物流効率化に必要となる設備導入に要する経費
などを含め、適正な運賃を収受することが物流の持続可能性を確保するうえで重要
です。 

つきましては、荷主（運送委託者）と貨物自動車運送事業者が協議の上、適正な
運賃による運送契約の締結を行うことは、取引環境の適正化のために不可欠である
ことから、下記の事項についてご理解いただけますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．貨物自動車運送事業者と協議の上、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料
金への見直しを行うこと。 

 

２．貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求め
られたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、私的独占の禁止及
び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に違反するおそれが
あるとともに、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）附則第１条の２
に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表等の対象となること。 

 
【お問い合わせ先】北海道運輸局自動車交通部貨物課 辻栄、湯澤 

                電話 011-290-2743 



（公社）北海道トラック協会

全道集計分（円/Ｌ）

項 目

月 別 最高 平均 最低 最高 平均 最低

平成20年4月 126.00 101.04 90.80 122.10 105.45 95.00 63.75 暫定税率17.1円期限切れ、翌月復活

平成20年8月 168.50 150.30 138.15 170.00 154.83 145.50 91.91

平成21年4月 95.00 79.30 73.47 111.80 84.32 76.09 29.45

平成21年10月 105.50 88.20 83.50 109.70 93.32 85.00 39.69

平成22年4月 105.00 96.77 91.20 123.30 102.64 95.00 46.42

平成22年10月 110.70 94.13 86.59 120.00 100.33 91.50 40.51

平成23年4月 121.20 114.40 106.00 135.00 120.09 110.00 58.35

平成23年10月 118.10 102.78 97.10 127.00 108.88 100.00 53.51

平成24年4月 126.50 116.68 106.02 145.40 123.94 111.00 65.74

平成24年10月 125.40 106.04 99.75 132.80 113.80 100.00 56.92

平成25年4月 132.80 115.82 106.55 143.30 123.36 109.00 67.13

平成25年10月 135.90 119.83 112.32 146.40 127.80 113.00 70.13

平成26年4月 140.10 123.80 115.80 147.50 131.18 117.00 70.49

平成26年10月 138.26 119.98 109.21 148.55 128.20 107.00 68.58

平成27年4月 110.00 93.64 83.00 128.60 102.79 90.80 42.28

平成27年10月 96.50 83.76 75.50 124.87 95.82 84.00 36.14

平成28年4月 85.00 75.24 68.00 107.60 83.85 73.70 25.86

平成28年10月 91.40 79.19 71.41 106.50 88.66 77.30 29.09

平成29年4月 97.50 89.43 82.00 131.00 98.91 87.50 37.61

平成29年10月 100.00 91.64 84.30 116.77 100.41 89.40 38.71

平成30年1月 109.21 100.51 93.50 128.10 109.49 96.90 45.65

平成30年2月 108.70 100.23 92.00 126.00 108.85 96.50 46.92

平成30年3月 107.00 98.48 91.50 125.95 107.72 96.50 44.73

平成30年4月 112.99 100.83 93.00 125.95 109.94 96.80 44.19

平成30年5月 116.77 106.65 98.00 134.59 115.44 100.00 48.46

平成30年6月 117.20 108.54 98.50 136.75 118.24 104.20 52.73

平成30年7月 117.53 108.63 100.50 136.80 118.38 104.20 53.42

平成30年8月 115.69 108.02 100.50 136.80 117.02 103.40 53.87

平成30年9月 120.01 111.18 105.30 140.32 119.95 106.30 53.12

平成30年10月 126.49 115.14 104.00 146.80 124.09 109.50 56.22

平成30年11月 126.17 109.26 99.49 146.50 119.11 104.20 58.10

平成30年12月 116.23 101.12 92.15 134.60 111.44 95.70 51.00

平成31年1月 107.60 98.41 92.15 134.60 107.75 93.50 43.09

平成31年2月 109.54 101.05 94.50 134.60 109.92 96.70 42.89

平成31年3月 112.88 103.07 96.80 131.35 112.35 99.90 45.81

平成31年4月 115.26 105.77 99.20 130.27 114.83 96.00 48.07

令和元年5月 128.65 106.77 99.50 130.00 115.79 100.00 50.98

令和元年6月 110.83 100.96 94.50 130.00 110.61 97.60 50.13

令和元年7月 110.83 100.70 94.00 133.00 110.19 97.00 45.72

令和元年8月 108.89 98.86 90.00 133.00 108.17 95.00 45.42

令和元年9月 109.50 99.50 91.60 133.00 109.32 93.00 43.12

令和元年10月 111.00 100.45 92.30 138.00 110.45 96.00 44.10

令和元年11月 112.18 101.97 93.10 138.00 111.61 94.00 44.41

令和元年12月 112.00 103.71 95.30 143.00 114.36 96.00 46.00

令和2年1月 115.00 106.22 98.00 143.00 116.21 98.00 48.32

令和2年2月 110.50 100.65 92.20 139.00 111.11 95.60 48.63

令和2年3月 104.00 88.26 75.44 130.00 100.38 80.94 42.44

令和2年4月 89.00 74.53 61.14 123.00 87.03 70.00 28.89

令和2年5月 86.00 71.24 58.00 113.00 83.15 68.60 16.78

令和2年6月 90.00 78.37 69.70 115.59 90.06 76.90 23.19

令和2年7月 96.00 82.50 72.50 117.79 93.49 74.00 30.89

令和2年8月 96.00 85.64 75.00 122.74 96.75 84.20 32.46

令和2年9月 96.00 85.70 78.00 122.74 96.93 83.20 33.58

令和2年10月 96.00 85.13 78.50 122.19 96.10 82.00 32.84

令和2年11月 97.00 84.88 77.70 122.19 94.99 82.00 32.39

令和2年12月 98.00 88.33 79.30 127.69 98.16 86.40 32.89

令和3年1月 101.80 91.64 76.00 131.54 101.46 89.50 36.23

令和3年2月 106.20 95.77 84.73 131.54 105.46 91.40 40.33

令和3年3月 111.30 101.68 91.10 132.09 111.25 98.00 46.12

令和3年4月 112.40 101.55 93.70 131.54 111.79 99.00 50.91

令和3年5月 114.80 103.39 94.40 126.85 113.02 100.90 51.75

令和3年6月 118.50 106.80 96.60 131.34 116.26 104.40 54.57

令和3年7月 119.99 109.85 101.60 134.84 119.13 105.00 59.14

令和3年8月 120.00 108.22 99.00 133.74 117.40 105.00 58.56

令和3年9月 120.00 109.31 101.00 136.49 118.45 105.00 57.21

令和3年10月 135.39 117.01 105.60 147.49 125.19 113.30 53.82

 ※ CIF価格：日本への入着価格で、産油国で石油を船積みする時の価格に保険料、運賃が加算された価格

ローリー買 スタンド買
CIF価格 備考

燃 料 （軽 油） 価 格 状 況 調 査 表
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（公社）北海道トラック協会











（公社）北海道トラック協会

Ｒ３年度「標準的な運賃の浸透に向けた活動」 【協力依頼文書の発出】

－1－

【荷主企業への周知】
（1）道内関係4行政から協力依頼文書の発出

関係行政機関のご協力により、令和3年12月10日・道内荷主企業4,444社へ北海道運輸局、
北海道労働局、北海道経済産業局、北海道農政事務所の連名による協力依頼文書（『持続的で安定
した輸送力を確保するために～荷主の皆様にご協力いただきたいことがあります～』）及び関係
資料を発出いただいた。



（公社）北海道トラック協会

Ｒ３年度「標準的な運賃の浸透に向けた活動」 【協力依頼文書の発出】

－2－

（2）北海道運輸局・北海道トラック協会より協力依頼文書の発出
令和4年１月14日・北海道運輸局より道内荷主企業4,436社へ協力依頼文書（『貨物自動車運送事業

者の適正な運賃収受のための周知について』）を発出いただいた。

また、同日、北海道トラック協会より『燃料価格の高騰による荷主の皆様へのお願い』を道内荷主企
業へ送付した。



（公社）北海道トラック協会

Ｒ３年度「標準的な運賃の浸透に向けた活動」 【セミナー開催等】

－3－

（1）「標準的な運賃」普及セミナー（応用編）

（２）適正化事業指導員による活動
巡回指導において、「標準的な運賃」パンフレットを持参し、届出を推進。

地 区 開催日 場 所 事業者数（社） 人数（名）

函 館 R3.11.15 函館地区トラック研修センター 25 34

旭 川 R3. 8. 3 旭川地区トラック研修センター 27 34

十 勝 R3. 9. 7 十勝地区トラック研修センター コロナで中止

釧 根 R3. 8. 5 ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路 14 18

北 見 R3. 8. 2 北見地区トラック研修センター 9 9

北海道 R3. 8. 4 北海道トラック総合研修センター 26 38

合 計 101 133



（公社）北海道トラック協会

Ｒ３年度「標準的な運賃の浸透に向けた活動」 【要望活動】」

－4－

「標準的な運賃」が告示された以降、荷主企業に対して、一般紙を活用したPR活動や、道内関係行政機
関に働きかけ協力依頼文書の発出をいただくなど普及促進を図っているが、より一層、「標準的な運賃」が
荷主に理解されるよう、令和3年7月12日（月）、道内経済団体等へ要望活動を行った。

（（一社）北海道商工会議所連合会・福井部長へ） （北海道経済連合会・百瀬常務理事へ） （北海道中小企業団体中央会・尾池会長へ）

（北海道商工会連合会・戸澤専務理事へ） （ホクレン農業協同組合連合会・箱石 代表理事専務へ） （（一社）北海道建設業協会・栗田副会長へ）



（公社）北海道トラック協会

Ｒ３年度「標準的な運賃の浸透に向けた活動 【要望内容】」

－5－

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素からトラック運送事業に対し格別な御支援、御用命を賜り厚く御礼申し上げます。

ご承知のとおり、当業界は国民生活を支え経済・産業に欠かすことのできないライフラインとして、国内物流の中心的な役
割を果たしているところです。

しかし、少子高齢化や若年層の車離れ等を理由としてトラックドライバー不足に歯止めが掛からず、当協会の調査では昨年
度末において約5,800人ものドライバーが不足しており、また、就労者は中高年層の男性労働者依存が強く、50歳以上が約
半数を占めており高齢化や人材不足が慢性化している状況にあります。

さらに、現状の労働環境は全産業平均と比べ、年間労働時間が約２割長く、所得額も約１～２割低い状況で推移しており、
ドライバーの労働環境改善と人材確保が喫緊の課題となっております。

私共の会員事業者も荷主に対する運賃交渉や生産性の向上及び人材確保対策等に取り組んではいるものの、会員の多くは中
小零細企業であり、荷主への交渉力が弱く、現状収受しております運賃等では新たな人材の採用や給与面の改善も困難な状況
にあり、既に輸送に伴う積載効率等の見直しを行っておりますが、自助努力も限界に達しております。

そのような中、平成30年に成立した働き方改革関連法において、トラックドライバーについて長時間労働の是正を図る観点
から、令和６年４月より時間外労働時間の上限規制（年間960時間／月平均80時間以内）が罰則付きで適用となります。

このため、規制が適用となるまでの間、「荷主と運送事業者の取引の適正化」、「輸送の効率化」、「若年層等が入職しや
すい職場環境の整備」を図り、長時間労働の是正をはじめとした労働環境の改善を促進しなければなりません。

また、トラック運送業界において「働き方改革」をより一層推進するためには、法令を遵守しドライバーが安心・安全に働
くことができる環境の整備が必要ですが、ドライバーの労働環境の改善には、長時間労働の要因となる「長い荷待ち時間」や
契約外の「附帯業務の発生」など、トラック運送事業者のみでは解決できない課題もございます。

こうした状況のもと、国土交通省においては、ドライバーの労働条件等の改善を図り、より一層、トラック運送業界におけ
る働き方改革を推進するため、平成30年12月に貨物自動車運送事業法を改正し、「規制の適正化」、「荷主対策の深度化」、
「標準的な運賃の告示制度」等が措置・創設され、昨年4月24日付けにおいて、トラック運送業が法令を遵守し持続的に事業
を行っていくために、「標準的な運賃」の告示がございました。

現在、業界を挙げてこの「標準的な運賃」の普及促進を図っておりますが、ご承知のとおり、国内外を問わず新型コロナウ
イルス感染症による未曾有の危機に直面し、未だ収束の見通しも立たず、その影響は計り知れない状況の中、トラック運送事
業はコロナ禍においてもエッセンシャル事業であることの自覚と使命感を持ち、輸送サービスの提供に勇往邁進しており、今
後もライフラインとして、国内物流の中心的な役割を果たして参る所存でございます。

これまで申し上げた低賃金・長時間労働・人材不足等々の問題が解決せず、このような状態が長期化した場合、輸送サービ
スの低下や物流の停滞を招き、また、輸送のご依頼に際して十分に対応することができない事案が生ずるものと懸念しており
ます。

つきましては、当業界の現況をご勘案の上、持続的で安定した輸送が確保されるよう、「標準的な運賃」の活用に対し、御
理解と御協力を賜り、傘下の企業・団体等に対する御指導に御配慮くださいますよう切にお願い申し上げます。



（公社）北海道トラック協会

Ｒ３年度「標準的な運賃の浸透に向けた活動 【要望活動】」
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（R3.7.25 HBC「サンデーDokiっと」にて放映）

（R3.7.13 北海道新聞）



（公社）北海道トラック協会

Ｒ３年度「標準的な運賃の浸透に向けた活動 【届出状況】」

－7－

（3）標準的な運賃届出状況（R3年12月末現在）

支局
会員数
※１

件数 割合 支局
会員数
※１

件数 割合 支局
会員数
※１

件数 割合

札幌 947 725 76.6% 新潟 609 537 88.2% 鳥取 236 209 88.6%

函館 188 188 100.0% 長野 386 220 57.0% 島根 318 295 92.8%

室蘭 269 214 79.6% 富山 472 377 79.9% 岡山 881 832 94.4%

旭川 304 279 91.8% 石川 506 356 70.4% 広島 1,201 1,167 97.2%

帯広 245 107 43.7% 小計（北陸信越） 1,973 1,490 75.5% 山口 530 513 96.8%

釧路 204 143 70.1% 福井 369 290 78.6% 小計（中国） 3,166 3,016 95.3%

北見 166 102 61.4% 岐阜 718 304 42.3% 徳島 263 263 100.0%

小計（北海道） 2,323 1,758 75.7% 静岡 1,094 997 91.1% 香川 487 409 84.0%

青森 527 359 68.1% 愛知 2,163 1,469 67.9% 愛媛 643 613 95.3%

岩手 439 377 85.9% 三重 805 548 68.1% 高知 370 370 100.0%

宮城 817 655 80.2% 小計（中部） 5,149 3,608 70.1% 小計（四国） 1,763 1,655 93.9%

秋田 278 246 88.5% 滋賀 396 353 89.1% 福岡 1,731 827 47.8%

山形 226 205 90.7% 京都 852 612 71.8% 佐賀 346 333 96.2%

福島 729 461 63.2% 大阪 3,083 1,953 63.3% 長崎 390 353 90.5%

小計（東北） 3,016 2,303 76.4% 兵庫 1,615 288 17.8% 熊本 616 597 96.9%

茨城 1,192 223 18.7% 奈良 424 334 78.8% 大分 376 358 95.2%

栃木 600 530 88.3% 和歌山 428 372 86.9% 宮崎 349 320 91.7%

群馬 727 92 12.7% 小計（近畿） 6,798 3,912 57.5% 鹿児島 666 633 95.0%

埼玉 2,187 502 23.0% 小計（九州） 4,474 3,421 76.5%

千葉 1,361 237 17.4% 沖縄 642 269 41.9%

東京 3,226 894 27.7% 合計 40,475 24,536 60.6%

神奈川 1,603 468 29.2%

山梨 275 158 57.5%

小計（関東） 11,171 3,104 27.8%

※1  会員数は、県外本社等を除いた数



（公社）北海道トラック協会

Ｒ３年度「標準的な運賃の浸透に向けた活動 【広報活動】」
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【日本経済新聞】掲載日：令和3年12月17日、令和４年1月14日・1月28日・2月10日、2月28日（予定）

【北海道新聞】掲載日：令和４年1月21日・2月4日・2月18日

【北海道新聞】
掲載日：令和3年12月17日


